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募 集

ごみ減量推進委員

　ごみの適正処理や減量等につい
ての市民の意見をごみ行政に生か
すため、委員の一部を公募します。
内任期➡７月２３日から２年間　内
容➡年２回程度、平日昼間に市
役所で開催する会議に出席　報
酬➡会議１回の出席につき７５００
　円　選考➡作文・面接（日時は応
相談）

対市内在住の１８歳以上で、自分で
ごみ出しをしている人

定２人
申６月１９日㈮までに、共通申込事
項と年齢、ごみやごみの減量を
テーマとする作文（８００字程度。
例：「私が考えるごみ問題」）を、
郵送（必着）かＥメールでごみゼ
ロ推進課（〒４４４－１１５５堀内町西
新田２／gomizero@city.anjo.
lg.jp）へ
　※提出書類、作文の様式は不問。
問清掃事業所（☎〈７６〉３０５３）

安城市自治基本条例改正案
への意見

　安城市自治基本条例は、まちづ
くりの担い手である市民、議会、
行政がまちづくりに関する情報を
互いに共有し、市民参加と協働に
よるまちづくりを進めるための基
本ルールを定めたものです。昨年
度、安城市自治基本条例審議会で
検証を行いました。この検証結果
に基づき作成した本条例の改正案
について意見をお寄せください。

改正案は、市HP「パブリックコメ
ント」ページに掲載しています。
時改正案の閲覧期間➡６月１日㈪
～３０日㈫　

他改正案は、企画政策課、市民交
流センター、各地区公民館、図
書情報館（アンフォーレ本館内）
等でも閲覧できます。事前に各
施設の開館状況を市HPで確認
してください

申閲覧期間中に改正案への意見と
　住所・氏名（団体・法人の場合は
　名称と代表者住所・氏名）を郵
送（消印有効）・ファクス・Ｅメー
　ルで企画政策課（〒４４６ - ８５０１住
　所不要／FAX(７６)１１１２／kikaku＠
　city.anjo.lg.jp）へ
　※意見への個別回答及び電話で
の意見受付はしません。
　※意見は計画への反映や公表の
際に編集する場合があります。

問企画政策課（☎〈７１〉２２０４）

市営住宅入居者（抽選）

内募集住宅➡下表のとおり
申入居資格を窓口・電話・市HP
で事前に確認し、６月８日㈪～
　１２日㈮に直接建築課へ

住宅名 部屋番号
（間取り）

建設
年度

入居時家賃
（月額）

前山
（堀内町）

４０３
（３DK） H７ ２５，７００～

５０，５００円

※エレベーターはありません。
問建築課（☎〈７１〉２２４０）

市民交流センターの　　　
令和２年度下半期分の利用

　１０月１日～令和３年３月３１日の
うち、今年度上半期とあわせて３
日分までの予約を受け付けます。
対多目的ホールを１００人以上で使
用する講演会等の団体利用

他来年度上半期分の利用受付は１１
月を予定

申６月９日㈫～２１日㈰に直接市民
交流センターへ
　※希望が重複した場合は抽選。
問市民交流センター（☎〈７１〉０６０１）

イベント・講座

まちなか産直市

　愛知県農村生活アドバイザーに
よる地元産野菜の販売・調理法の
アドバイスに加え、午前１０時３０分
から食育紙芝居を上演します。
時６月２７日㈯午前９時から（商品
がなくなり次第終了）

場碧海信用金庫本店前（御幸本町）
問農務課（☎〈７１〉２２３３）

文化・スポーツ

安美展に出品しませんか

　市唯一の、公式の公募型美術作
品展覧会です。
時 　内　　　内安美展会期▶前期（日本画、
書、工芸・彫刻）➡１０月３０日㈮
～１１月８日㈰　後期（洋画、写
真）➡１１月１３日㈮～２３日㈷　

対中学生を除く１５歳以上。各部門
１人１点（未発表のもの）

申９月２３日㈬～１０月３日㈯に出品
申込書を郵送（消印有効）かファ
クスで市民ギャラリー安美展事
務局（〒４４６ – ００２６安城町城堀３０
／FAX〈７７〉４４９１）へ

　※出品申込書・募集要項は、６
月下旬から市民ギャラリー等
で配布。作品の規格等の詳細は、
募集要項参照。　　
　※市HPでも募集要項を配布（６
月下旬から）する他、
出品の申込みもで
きます（右記QRコ
ードから市HPへ）。

場 　問市民ギャラリー(☎〈７７〉６８５３）

募集……………………………１４
イベント・講座………………１４
文化・スポーツ………………１４
健康・福祉……………………１６
子育て・青少年………………１９
環境・産業……………………１９
くらし・防災…………………２０
市政情報………………………２１

第７６回グリーンリボン賞（最高賞）
「石人（せきじん）」志字弘一

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。

省略
記号

時期間・日時	 場場所	　内内容	　講講師	　対対象・資格	　定定員
￥費用	　持持ち物	　他その他	　申申込方法等	　問問合せ先
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第４１回安城選手権大会　　
夏季水泳競技会・記録会

時８月２日㈰　競技会➡午後０時
３０分　記録会➡午後３時

場市スポーツセンター
内種目等は市体育協会HPに掲載し

ている募集要項を参照
対競技会➡小学５年生以上で市内

在住・在勤・在学のアマチュア
競技者（小中学生は標準記録（同
協会HP参照）を上回っているこ
と）　

　　記録会➡市内在住の小学５・６
年生

￥１００円（スポーツ保険料）
申６月１７日㈬～７月１日㈬に申込

書をファクスかEメールで市体
育協会（FAX〈７５〉３５５９／j-tanaka@
anjo-sport.jp）へ

　※申込書は同協会HPで配布。
問市体育協会（☎〈７５〉５１８２）

博物館ボランティアによる
常設展示ガイド

時６月１３日㈯・２７日㈯午前１０時～
正午、午後１時～３時

場 　問歴史博物館(☎〈７７〉６６５５）

マーメイドパレスの催し・
講座

￥施設利用料
場 　申①～④➡各申込開始日の午前
　１０時から電話でマーメイドパレ

ス（☎〈９２〉７３５１）へ
◆父の日プレゼント
時６月１４日㈰午前１０時
内 　対当日プール又はトレーニング

ルームを利用した１８歳以上の男
性にプレゼントを進呈

定１００人（当日先着順）
◆チビッコ抽選会
時６月２０日㈯午前１０時
内お菓子の詰合せ等が当たるお楽

しみ抽選会
対当日プールを利用した小学生以

下
定５０人（当日先着順）

◆特別休館（施設点検・換水清掃）
時６月２２日㈪～２６日㈮
◆屋外流水プール開放
時６月２７日㈯～９月１３日㈰
　※夏休み期間以外は㈯㈰㈷のみ。
　※屋外開放は午後６時まで。
　※悪天候の場合は閉鎖。
①女性のためのマットエクササイズ
時７月３日㈮午前１０時３０分～１１時

３０分
内マット上で行うストレッチや全

身運動等のエクササイズを健康
運動指導士が指導

対運動を始めようと思っている中
高年の女性

定８人（先着順）
￥５００円（施設利用料込）
申申込開始日➡６月９日㈫
②はじめてさんのゆったりヨガ
時７月８日㈬午前１０時３０分～１１時

３０分
内身体のゆがみやねじれを正し、

柔軟性を高めるための初心者向
けヨガの体験講座

講磯
い そ

谷
が い

美並氏（ヨガインストラク
ター）

対１８歳以上の女性
定７人（先着順）
￥５００円（施設利用料込）
申申込開始日➡６月１１日㈭
③日々の疲労をためないための健
康お灸
時７月９日㈭午前１０時３０分～正午
内お灸の安全な使い方等、初歩的

なお灸の仕方を体験
講高橋裕

ひ ろ

子
こ

氏（鍼
しん　きゅう

灸マッサージ師）
対１８歳以上の女性
定５人（先着順）
￥１５００円（材料費・施設利用料込）
申申込開始日➡６月１２日㈮
④プールサイドYOGA
時７月１４日㈫午前１０時～１１時
内室温３０℃程度の開放感ある造波

プールで行うヨガの体験講座
講近藤恭子氏（ヨガインストラク

ター）
対１８歳以上の女性
定２０人（先着順）
￥５００円（施設利用料込）
申申込開始日➡６月１７日㈬

丈山苑の催し

場 　申各申込開始日の午前９時から
電話で丈山苑（☎〈９２〉７７８０）へ

◆漢詩へのいざない 漢詩勉強会
時７月１９日㈰午後２時～４時
講三島徹氏（東洋文化振興会会長）
定３０人（先着順）
￥入苑料
申申込開始日➡６月３日㈬
◆宵怪談～雪女～
時７月２５日㈯午後６時３０分～７時

３０分
内FMおかざきパーソナリティに

よる臨場感満載の古典怪談朗読
定５０人（先着順）
￥５００円（入苑料込）
申申込開始日➡６月１０日㈬

プラネタリウム６月の投映

　星空解説後、番組を投映します。
時 　内投映日・星空解説テーマ▶
　６月６日㈯➡かみのけ座から見

える宇宙　６月７日㈰・１３日㈯
	 ・１４日㈰・２０日㈯➡あこがれの

南十字星と日食　６月２１日㈰・
　２７日㈯・２８日㈰➡正義の女神ア

ストレイアの物語
　時間・番組内容▶下表のとおり
時間 番組

午前
１０時３０分

「しまじろうとたんじょう
びのおほしさま」
※星空解説はありません。

午前
１１時３０分

「ちびまる子ちゃん　それ
でも地球はまわっている」

午後
１時３０分

「マーズ１００１　火星に舞い降
りる日」

午後３時
㈯➡「ちびまる子ちゃん　
それでも地球はまわって
いる」
㈰➡「安城 星と水の物語」

￥大人３００円、小中学生１００円、幼
児５０円

他２８日㈰午後３時の回は内容・観
覧料が異なります（市HP参照）

場 　問へきしんギャラクシープラザ
(文化センター／☎〈７６〉１５１５）
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第４０回安城市民大学の中止

　本紙５月号７ページで開催を告
知した令和２年度第４０回安城市民
大学は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、中止します。　
問市民会館（☎〈７５〉１１５１）

図書情報館へ行こう

場 　図書情報館（アンフォーレ本館
内）

問アンフォーレ課（☎〈７６〉６１１１）
◆おはなし会（６月１５日～７月１４日）
えほんのとびら
（０～２歳）

６月１５日㈪
午前１０時３０分

いないいないばあ
（１～５歳）

６月１８日㈭
午前１０時３０分

南吉朗読ででむし
会（小学生以上）

６月２０日㈯
　　２７日㈯
午後２時

かみしばいの会
（３歳～小学３年生）

６月２１日㈰
午後２時

にちようびの
おはなしかい
（小学生）

６月２１日㈰
　　２８日㈰
７月５日㈰
　　１２日㈰
午後４時

赤ちゃんと
なによもう会
（一般）

６月２１日㈰
７月１日㈬
午前１０時３０分

えほんと
わらべうたの会
（０～２歳）

６月２２日㈪
７月１３日㈪
午前１０時３０分

おはなしまあだ
（１～５歳）

６月２４日㈬
午前１０時３０分

でんでんむかし
あそびの会（小学生）

６月２７日㈯
午後３時

おはなしゆりかご
（０～２歳）

７月２日㈭
午前１０時３０分

おはなしポッケ
（０～２歳）

７月３日㈮
午前１０時３０分

ネコ・ロンデ朗読
会（小学１～３年生）

７月５日㈰
午後３時

絵本好き集まれ！
おすすめ絵本紹介

７月６日㈪
午前１０時３０分

大人のための絵本
朗読会atエントラ
ンス（一般）

７月８日㈬
午後７時

おはなしどんどん
（３歳～小学３年生）

７月１１日㈯
午後 ２時

大人のための絵本
朗読会（一般）

７月１２日㈰
午前１１時

◆電子図書館をご利用ください
　「安城市電子図書館」は、図書情
報館の利用者カードを持つ市内在
住者を対象とした、パソコン、タ

ブレット、スマートフォンで電子
書籍を読むことができるサービス
です。現在は約２７００タイトルを用
意しています。ぜひこの機会にご
利用ください。
内利用方法➡図書情報館HPでパ
スワードを登録　貸出可能冊数
➡１回につき３点　貸出期間➡
１５日間

◆図書館友の会「みんなのひろば」
時 　内６月２８日㈰
　午前１０時～１１時３０分➡笹飾りづ　
　くり
　午前１１時３０分～正午➡マジック　
　ショー　
　午後１時３０分～２時１５分➡ビブ　
　リオバトル
◆安城ひびきの会の対面朗読
　目の不自由な人や字を読むのに
困難のある人向けに、音訳ボラン
ティア「安城ひびきの会」の朗読者
が一対一で図書や新聞等を朗読し
ます。図書等の持込みも可能です。
朗読者２人が時間中常駐します。
時６月８日㈪・２２日㈪午前１０時～
正午

◆６・７月の休館日
６月２日㈫・９日㈫・１６日㈫・２３
日㈫・２６日㈮・３０日㈫、７月７日㈫・
１４日㈫・２１日㈫・２８日㈫・３１日㈮

土器づくり教室

時６月１６日㈫～１９日㈮、２３日㈫～　
２６日㈮、３０日㈫
　７月１日㈬～３日㈮、７日㈫～
１１日㈯、１４日㈫・１５日㈬
　午後１時から（２時間程度。受
付は午後２時まで）

対小学生以上（小学１～３年生は
要保護者同伴）

場 　問埋蔵文化財センター（☎〈７７〉
４４９０）

健康・福祉

障害者スキルアップ講座
（在職者対象訓練）

内 　時①プレゼンテーション技法コ
　ース／７月４日㈯・１１日㈯
　②フォトショップ基礎コース／
７月１９日㈰・２６日㈰
　いずれも午前９時～午後４時、
全２回

場愛知障害者職業能力開発校（豊
川市一宮町）

対現在就業中の障害者（個人）
定５人（定員を超えた場合は抽選）
￥テキスト代
申受講を希望するコースの各申込
　期間内(①６月４日㈭まで　②６
月４日㈭～１８日㈭）に、同校HP
から申し込むか、往復はがき（必
着）に講座名・希望するコース名、
共通申込事項と生年月日、勤務
先名・電話番号を明記し愛知障
害者職業能力開発校（〒４４１–１２
　３１豊川市一宮町上新切３３ –１４／
☎０５３３〈９３〉２１０２）へ

問市障害福祉課(☎〈７１〉２２２５）

衣浦東部保健所の相談・検査

場衣浦東部保健所（刈谷市大手町）
◆栄養相談、歯科相談（予約制）
時７月８日㈬午前９時～１１時３０分
申いずれも事前に同所健康支援課
（☎〈２１〉９３３８）へ

◆こころの健康医師相談（予約制）
時７月１７日㈮午後２時～４時
申事前に同所健康支援課（☎〈２１〉
９３３７）へ

◆エイズ・梅毒・肝炎検査
◆骨髄バンクドナー登録（予約制）
時７月７日㈫・１４日㈫午前９時～
１１時
　※エイズ・梅毒検査は７月２０日㈪
午後６時～７時も実施。

申 　問同所生活環境安全課（☎〈２１〉
４７９７）へ

◆検便・水質・食品検査(有料)
問同所試験検査課(☎〈２１〉９３５３）

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。
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献血にご協力を

時６月２８日㈰午前１０時～正午、午
後１時～４時

場アピタ安城南店（桜井町）
対採血基準を満たす体重５０ｋｇ以上
の男性（１７歳～６９歳）及び女性
（１８歳～６９歳）
他４００ｍｌ献血のみ実施
問保健センター（☎〈７６〉１１３３）

ひとり暮らし高齢者実態調査

　単独世帯の高齢者に対し、「ひと
り暮らし高齢者実態調査」を実施
します。ひとり暮らし高齢者の実
態を把握し、ひとり暮らし高齢者
認定の希望や必要性を確認します。
◆ひとり暮らし高齢者認定
　認定されると、在宅で安心して
生活できるよう、希望に応じて市
が次のサービスを提供します。
内受けられるサービス➡日頃の見
守り（民生委員、地域包括支援
センター職員による訪問）、高齢
者福祉サービス（福祉電話訪問、
緊急通報装置の貸与等）

　※各サービス利用には要件有。
対下記の全てに該当する６５歳以上
●常時居住している家屋に同居
者がいない
●同一敷地内及び隣接地、同一
建物内に３親等以内の親族が居
住していない
●サービス付き高齢者向け住宅、
老人ホーム等に入居していない

◆ひとり暮らし高齢者実態調査
内調査の流れ➡
　６月上旬に対象者に調査票を送付
　→６月３０日㈫までに同封の返信
用封筒に調査票を入れて返送し
てください

　→返送された調査票に基づき、
民生委員がひとり暮らし高齢者
認定の基準に該当する認定希望
者の自宅を訪問します

対調査対象者➡
　●令和２年５月１日現在、住民
票上単独世帯の７０歳

　●令和元年度のひとり暮らし高

齢者一斉調査以降に、新たに住民
票上単独世帯になった７０歳以上

　※現在ひとり暮らし高齢者認定
を受けている人を除く。

　※調査対象外の６５歳以上の人で
認定を希望する場合は、高齢福
祉課又は地域包括支援センター
へ連絡してください。

問高齢福祉課（☎〈７１〉２２２３）、居住
する中学校区の地域包括支援セ
ンター（下表参照）
中学校区 センター名／電話番号
東山 さとまち（☎〈９６〉３５１２）

安城北 中部（☎〈７１〉００７７）

篠目 八千代（☎〈９７〉８０６９）

安城南 更生（☎〈７７〉９９４８）

安祥 松井（☎〈５５〉５３５５）

安城西 あんのん館
（☎〈７１〉３１７３）

明祥 ひがしばた
(☎〈７３〉８２１０)

桜井 小川の里（☎〈７３〉３５３５）

障害者差別解消に　　　　
ご理解・ご協力を

　障害がある人もない人も、わけ
へだてなく共生できる社会を作る
ことを目的として、障害者差別解
消法が施行されています。
◆障害者差別解消法の内容
●正当な理由なく、障害を理由と
して、行政機関や民間事業者が
サービスの提供を拒否する等の
不当な差別的扱いを禁止

●障害のある人から何らかの配慮を
求める意思表明があるにもかか
わらず、日常生活や社会生活を
送るうえで本人に障壁となるこ
とを取り除くための必要かつ合
理的な配慮をしないことの禁止

◆ほじょ犬マーク
　施設が補助犬の同伴を受け入れ
ていることを、施設利用者に伝え
るためのステッカー（厚生労働省
作成）です。受取り
を希望する事業所
は、市障害福祉課
まで問い合わせて
ください。
◆ヘルプマーク
　義足や人工関節を使用してい
る、内部障害や難病がある、妊娠
初期である等、外見
から分からなくとも援
助や配慮を必要として
いることを周囲に知っ
てもらうためのマーク
です。障害福祉課・各福祉センタ
ーで、市内在住・在勤・在学者を
対象に一人につき一点まで配布し
ています。
問障害福祉課（☎〈７１〉２２２５）

県介護支援専門員実務研修
受講試験

　愛知県社会福祉協議会が行う介
護支援専門員実務研修を受講する
ための試験です。
時１０月１１日㈰
対生活相談員・相談支援専門員等
の実務経験が通算５年以上かつ
従事日数が９００日以上ある人　等

申６月２日㈫～７月１日㈬に、願
書を郵送（消印有効）で愛知県社
会福祉協議会（〒４６１-００１１名古
屋市東区白壁１- ５０）へ
※願書は７月１日まで市高齢福
祉課・市社会福祉協議会等で配布。

問愛知県社会福祉協議会（☎０５２
〈２１２〉５５３０、６月１日までは☎
０５２〈２１２〉５５１６）、市高齢福祉課
（☎〈７１〉２２９０）

◆本紙５月号２３ページ「運転免許証に関するお知らせ」に誤りがありました。お詫びして訂正します。
「運転経歴証明書」の交付について
正➡申請できる人と申請場所は次のとおり。（詳細は愛知県警察HPを参照）
・県内で運転免許を自主返納してから５年以内の人→警察署・幹部交番・平針運転免許試験場・東
三河運転免許センター

・平成２８年４月１日以降に運転免許を失効した人、県外で自主返納してから５年以内の人→平針運
転免許試験場・東三河運転免許センター(警察署・幹部交番では申請できません)

誤➡自主的に返納してから５年以内の人又は運転免許の更新を受けずに失効して５年以内の人は、
警察署で交付が受けられます



ボックス情 報 共通申込事項 ●催し名 ●〒住所 ●氏名（ふりがな） ●電話番号
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順位 対　象　者 支　給　要　件

１
弔慰金の受給権者
※弔慰金の受給権者と

みなされる者を含み
ます。

弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件を全て満たす必要があります。
①戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給

権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖
父母、兄弟姉妹がいないこと

②弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と事
実上の婚姻をしていないこと

２

転
給
遺
族

子 戦没者等の死亡当時の胎児を含む

３～６
３父母　
４孫　
５祖父母　
６兄弟姉妹

次の要件を全て満たす必要があります。
①戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
②基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと
③基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族

以外の者と事実上の婚姻関係にないこと

７～１０ ７父母  ８孫 ９祖
父母　１０兄弟姉妹 上記順位（３～６）から除かれた者

１１ 上記以外の
三親等内親族

戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、
戦没者等の葬祭を行った者

１２ 上記以外の
三親等内親族

戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、
戦没者等の葬祭を行わなかった者

〈特別弔慰金の支給順位表〉

　特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属・準軍属の遺族に対して国として弔慰の意を表す
ものです。遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合、先順位の遺族一人に対して支給されます。

◆特別弔慰金について
内支給内容➡額面２５万円、５年償

還の記名国債
対支給要件➡下記２要件を満たす、

支給順位表（下表）による先順位
の遺族一人に支給されます

　●基準日（４月１日）において、
戦傷病者戦没者遺族等援護法に
基づく遺族年金等の給付を受け
る権利を有する遺族がいないこと

　●戦没者等の死亡時に生存して
いたこと（子については死亡当
時の胎児含む）

◆特別弔慰金の請求手続
時請求の集中受付期間➡混雑解消

のため、お住まいの中学校区ご
とに受付期間を設けます。右表
を参照の上、来庁してください

（㈯㈰㈷を除く）

〈請求の地区別集中受付期間〉
日　程 中学校区

６月２２日㈪
～２６日㈮ 安城南

６月２９日㈪
～７月３日㈮ 安城北

７月６日㈪
～１０日㈮ 明祥・篠目

７月１３日㈪
～１７日㈮ 安城西

７月２０日㈪
～２８日㈫ 桜井

７月２９日㈬
～８月４日㈫ 東山

８月５日㈬
　～１２日㈬ 安祥

受付時間➡午前９時～午後４時（正午
～午後１時を除く）

場市役所北庁舎１階
持●各種戸籍や、戦没者等との関

係を証明する資料
　●印鑑（郵便局の届出印を推奨）
　●本人確認書類（顔写真がない

書類の場合は２種類）
他●前回請求者には、４月下旬に

案内を送付しています
　●前回請求者が引き続き請求す

る場合は、案内に記載された指
定日時での来庁にご協力ください

　●集中受付期間を過ぎても、令
和５年３月３１日までは社会福祉
課にて請求を受け付けます

　●安城市への請求後、愛知県及
び国の手続きが必要となるため、
実際に国債が支給されるのは令
和３年１月以降の予定です

第１１回特別弔慰金の請求を 問社会福祉課（☎〈７１〉２２６２）

※現在戦没者のお墓の管理をしていることと支給順位は関係ありません。

今月の納税など 納付期限：6月30日㈫／口座振替日：6月30日㈫

▶市民税・県民税(普通徴収）第１期(全期前納）
▶水道料金・下水道使用料(JR東海道本線以北）
▶保育園保育料

▶公立こども園保育料
▶公立幼稚園授業料
▶児童クラブ育成料

▶市営住宅家賃

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。
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講岩松鷹
たか

司
し

氏（愛知教育大学名誉
教授）

対小学生以上
定２０人（先着順）

淡水魚観察会

　親子で淡水魚を観察し、生態や
環境等を学びます。
時６月２８日㈰午前９時～午後５時
場豊川ぎょぎょランド（豊川市赤
塚山公園内）

　集合・解散➡市役所西駐車場
（バスで移動）
講ぎょぎょランドスタッフ
対市内在住の園児・小学生と保護
者

定２０人（先着順）
￥１人１０００円（保険料込）
持弁当、飲み物、筆記用具、ウォ
ーキングのできる服装

申６月９日㈫午前９時から共通申
　込事項と生年月日・電話番号又
　はファクス番号を、ファクスか
　EメールでNPO法人エコネット
　あんじょう（FAX〈５５〉１３１５／info
　@econetanjo.org）へ
問エコネットあんじょう（☎〈５５〉
１３１５）、市環境都市推進課（☎〈７１〉
２２８０）

ガーデニング講座～アマリ
リスの育て方を学ぼう～

　アマリリスの分けつ（根元付近
から新芽が伸びて株分かれするこ
と）・寄せ植え・育て方を学びます。
当日、抽選で５人にアマリリスの
球根を進呈します。
時７月４日㈯午後１時３０分～３時
３０分

場市民交流センター
講村尾勝彦氏（環境再生医・樹木医）
対市内在住・在勤・在学者
定３０人（当日先着順）
持筆記用具
問NPO法人エコネットあんじょう
　（☎〈５５〉１３１５）、市環境都市推進
課（☎〈７１〉２２８０）

子育て・青少年

ほっと一息サロン　　　
（親の学習会）

時７月１１日㈯午後１時３０分～４時
場青少年の家
内学習テーマ➡困難を抱えた若者
への声のかけ方ワーク

対市内在住・在勤・在学の不登校
やひきこもりに悩む子ども（義
務教育を修了した１５歳～３９歳）
がいる家族

定３５人（先着順）
申電話かファクス・Eメールで、
青少年愛護センター（青少年の家
内／☎〈７６〉３４３２／FAX〈７６〉１１３１／

　seishounen@city.anjo.lg.jp）へ

児童手当・特例給付現況届
の提出

　養育状況の確認のため、対象者
へ６月１日付で現況届を発送しま
す。現況届受付後に行う所得判定
の結果、受給者の変更をお願いす
る場合があります。
申６月３０日㈫までに、次のいずれ
かの方法で提出してください

　●通知に同封の返信用封筒によ
り返送（必着）

　●子育て支援課へ持参
　●証明・旅券窓口センター（ア
ンフォーレ本館内）、北部支所、
桜井支所、明祥支所へ持参（記
入済現況届の受け取りのみ）

　●あいち電子申請・届出システ
ムを利用したオンライン申請
（マイナンバーカードとICカー
ドリーダが必要）

●児童手当・特例給付とは
　中学３年生までの国内に居住し
ている子を養育する保護者へ支給
されます。原則、父母のうち所得
の高い方が受給者となります。手
当を受給するには、申請手続きが
必要です。
問子育て支援課（☎〈７１〉２２２７）

環境・産業

エコきちへ行こう

◆共通事項
場 　申６月５日㈮午前９時から電話
　で柿田公園管理事務所エコきち
（☎〈９８〉３７８４）へ
◆海の贈り物で夏のリースをつく
ろう

　貝やシーグラス
を使って夏用の涼
しげなリースをつ
くろう。
時６月２０日㈯午前１０時～１１時３０分
講渋

しぶ

田
た

見
み

有美氏
対４歳以上（小学１年生以下は保
護者同伴）

定１０人（先着順）
￥３００円
◆ジャパンブルー：自然の染料
「藍」の絞り染め体験
時６月２１日㈰午前１０時～１１時３０分
講沓名古

こ

乃
の

氏
対４歳以上（小学１年生以下は保
護者同伴）

定１０人（先着順）
￥３００円
◆エコクラフトテープでカゴバッ
グを編んでみよう

　リボンがアクセントのカゴバッ
グを編んでみよう。
時６月２７日㈯午前９時３０分～正午
講社本祐加子氏
対１８歳以上
定５人（先着順）
￥１０００円

◆メダカ生態勉強会
　電子顕微鏡でメダカの卵を観察
し、生態を学びます。
時７月４日㈯午後１時３０分～３時
３０分
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ふれあい田んぼアート２０２０
関連イベントの中止

　新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため開催を中止した田植
えイベントに関連し、７月の鑑賞
会と９月の稲刈りも中止します。
問農務課（☎〈７１〉２２３３）

６月の再生家具等入札販売
の中止

　新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、６月１４日㈰の再生
家具等入札販売を中止します。
問清掃事業所（☎〈７６〉３０５３）

くらし・防災

救命講習会

◆共通事項
対安城・碧南・刈谷・知立・高浜

市在住・在勤・在学者（いずれ
の会場でも受講できます）

　※団体受講希望の場合は最寄り
の消防署へ問い合わせてください。

定各２０人（先着順）
申６月５日㈮午前９時から電話で

各申込先へ
◆普通救命講習Ⅲ
時６月２０日㈯午前９時～正午
内小児・乳児・新生児の心肺蘇生

法、ひきつけ・のどに異物が詰
まった時の処置等

場 　申碧南消防署救急係（☎〈４１〉２６２５）
◆普通救命講習Ⅰ
時６月２１日㈰午前９時～正午
内心肺蘇生法（気道確保・人工呼

吸・胸骨圧迫）、AEDの使用法、
　止血法等
場 　申刈谷消防署救急係（☎〈２３〉１２９９）
◆普及員講習再教育
時６月２８日㈰午前９時～正午
内応急手当普及員有資格者が前回

の講習受講日から３年以内に再
受講するための講習

場 　申安城消防署救急係（☎〈７５〉２４９４）

安城市税コールセンター　　
夜間・休日営業日

時夜間営業➡６月１７日㈬・２４日㈬
午後５時１５分～８時

　休日営業➡６月２１日㈰・２８日㈰
午前８時３０分～午後５時１５分

他安城市税コールセンターは電話
のみの対応です

問安城市税コールセンター（☎〈７１〉
２２８８）、納税課（☎〈７１〉２２１７）

防犯カメラ設置届出状況の
公表

　安城市防犯カメラの設置及び運
用に関する条例第９条に基づき、
令和元年度防犯カメラ設置届出状
況等を報告します。
内市の届出数➡１６件　市の公の施
設を管理する指定管理者の届出
数➡１件　町内会等の届出数➡
１１件　商店街振興組合の届出数　
➡なし

他防犯カメラの設置もしくは運用
又は画像データの取り扱いに関

　
　３月３１日現在の令和元年度予算執行状況をお知らせします。
問衣浦東部広域連合総務課（☎〈６３〉０１３３）

衣浦東部広域連合財政状況の公表（令和２年５月公表分）

■歳入　
科目 予算現額 収入済額 構成比 収入率

分担金及び
負担金 ５,５１１,０４１ ５,５１１,０４２ ９６.３ １００.０

使用料及び
手数料 ２２,１３６ ２１,４３２ ０.４ ９６.８

国庫支出金 １１,９０６ １,４２９ ０.０ １２.０
県支出金 ４５ ６１ ０.０ １３５.６
財産収入 ６,７０５ ８,５０１ ０.１ １２６.８
寄附金 １ ０ ０.０ ０.０
繰越金 １７４,３５９ １７４,３５８ ３.０ １００.０
諸収入 １６,０１９ ８,６７４ ０.２ ５４.１

計 ５,７４２,２１２ ５,７２５,４９７ １００.０ ９９.７

令和元年度一般会計予算執行状況

区分 現在高 構成比
広域連合 １９９,８００ ９３.５

市
別

碧南市分 ０ ０.０
刈谷市分 ９,４６０ ４.４
安城市分 ４,５３２ ２.１
知立市分 ０ ０.０
高浜市分 ０ ０.０

計 ２１３,７９２ １００.０

広域連合債現在高（消防債）

 （土地）              ２８５.９８㎡
（建物）　　　２０,２６９.５６㎡

所有財産

科目 予算現額 支出済額 構成比 執行率
議会費 ２,３５８ １,８４４ ０.０ ７８.２
総務費 ２３４,８６７ １８３,１６０ ３.５ ７８.０
消防費 ５,２７９,４４３ ４,９０７,００１ ９２.６ ９２.９
公債費 ２０５,５４４ ２０５,０４３ ３.９ ９９.８
予備費 ２０,０００ ０ ０.０ ０.０

計 ５,７４２,２１２ ５,２９７,０４８ １００.０ ９２.２

■歳出

金額単位：千円／比率単位：％

金額単位：千円／比率単位：％

金額単位：千円／比率単位：％

する苦情の対応への不服申出、
　違反等に対する是正等の勧告は

ありませんでした
問市民安全課（☎〈７１〉２２１９）

緊急地震速報の訓練放送

　全国的に緊急地震速報訓練が実
施されます。市で販売した防災ラ
ジオを待機状態にしておくと自動
で緊急地震速報を受信します。緊
急地震速報を見聞きした場合は、
素早く「姿勢を低く」「頭を守り」

「揺れが収まるまでじっとする」の
行動を取ってください。
時６月１７日㈬午前１０時頃
他防災ラジオの中にセットする乾

電池は停電時等の非常用電源と
なります。乾電池の残量、予備
を定期的に確認しましょう

問危機管理課（☎〈７１〉２２２０）

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、掲載
中の記事内容について中止・延期等になる場合があります。詳
細は各問合せ先に問い合わせるか、市HP等をご確認ください。
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家屋調査にご協力ください

　家屋（住宅・店舗・車庫・物置等）
を新築・増築すると、固定資産税
等が課税されます。評価額を算定
するため、市職員が訪問し、家屋
の内外を調査しますので、ご協力
をお願いします。
※家屋を取り壊した場合は連絡し
　てください。固定資産税等の対
　象から除く必要があるため、市
職員が現地を確認します。

問資産税課（☎〈７１〉２２１５）

６月７日～１３日は　　　　
危険物安全週間

　ガソリン、軽油、灯油等の危険
物は正しく保管し、安全に扱えば
大変便利なものですが、その取扱
いを誤れば火災を引き起こす危険
性があります。事業所や家庭での
危険物の保管場所・貯蔵容器・取
扱い方法を再確認して、事故のな
いように注意しましょう。
◆危険物安全週間推進標語
「訓練で　確かな信頼　積み重ね」
◆危険物保管上の注意
●直射日光を避け、高温になる場

所、火気を使う場所に置かない
●必要以上の量を保有しない
●危険物を入れた容器が地震で転
倒、落下しないよう事前に対策
する

●ガソリンを入れる容器は専用の
携行缶を使用し、灯油用ポリ容
器に入れない

◆ガソリンを携行缶で購入する人へ
　ガソリンの適正な使用を徹底す
るため、購入時に運転免許証等に
よる本人確認及び使用目的の確認
を行うとともに、販売記録を作成
することが消防法で義務付けられ
ています。
問衣浦東部広域連合予防課（☎〈６３〉
　０１３７）

住宅用火災警報器・　　　
家具転倒防止器具の設置

問高齢福祉課（☎〈７１〉２２２３）、障害
福祉課（☎〈７１〉２２２５）

◆住宅用火災警報器の設置
　火災発生時の逃げ遅れ防止を図
るため、寝室、台所、階段（２階
以上に寝室がある場合）に火災警
報器を無料で設置します（設置個
数➡３個以内）。

対次のいずれかに該当する人
　●６５歳以上のひとり暮らし高齢者
　●身体障害者手帳１級・２級又
は療育手帳Ａ判定の交付を受け
ている人（手帳の交付を受けて
いない１８歳以上６５歳未満の人と
同居している人を除く）

◆家具転倒防止器具の設置
　地震発生時の家具転倒防止を図
るため、寝室、居間、台所等の家
具に転倒防止器具を無料で取り付
けます（器具代は自己負担）。
対次のいずれかに該当する人
　●６５歳以上のひとり暮らし高齢者
　●６５歳以上の人のみの世帯
　●身体障害者手帳・療育手帳又
は精神障害者保健福祉手帳の交

　付を受けている人（手帳の交付
を受けていない１８歳以上６５歳未
満の人と同居している人を除く）

市政情報

農用地利用集積計画の縦覧

　６月１５日に公告する、農地の「貸
し手」と「借り手」の賃貸借の申し
出をとりまとめた農用地利用集積
計画の縦覧をします。
時６月１５日㈪～３０日㈫
場 　問農務課（☎〈７１〉２２３４）

人権擁護委員を決定

　４月１日付けで杉浦智之氏（再
任）が人権擁護委員に委嘱されま
した。任期は３年です。
問市民安全課（☎〈７１〉２２２２）

安城市野外センターの　　
一般利用を中止

　新型コロナウイルス感染症の拡
大防止のため、令和２年度の茶臼
山高原野外センタ―及び作手高原
野外センタ―の一般利用を中止し
ます。
問東祥アリーナ安城（☎〈７５〉３５３５）

　住みよい環境と災害に強いまちづくりのため、幅員が４ｍ未満の道
路、いわゆる狭

きょう

あい道路に関する協議の申請により、後退が発生した
土地（後退用地）を市に寄附する際のルールを変更しました。なお、土
地の寄附の際に発生する測量、分筆、登記等に伴う費用や同地内の整
備は引き続き市が負担します。
内主な変更点
　●後退用地の土地所有者等（所
　有者、借地権者、抵当権者そ
の他土地について使用収益又
は処分の権限を有する者）な
ら誰でも申請ができます

　●寄附予定地内にある水道メーター等の配管移設費に加え、工作物
撤去費の一部も市が負担します（上限額は１申請につき１０万円まで）

　●交差点や道路の形状を良くするために角地等を寄附していただい
た場合には謝礼を支払います

問維持管理課（☎〈７１〉２２３７）

狭あい道路の拡幅により後退が発生した土地を市に寄附する
際のルールの一部変更




